
問合先 市民文化部保険年金室（☎84－5005）

福祉医療費助成制度は、医療費の一部を助成することに

より、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的にした

制度です。医療機関で受診した場合、その医療費の自己

負担額を助成します。

対 象 者：出生してから、15 歳到達

後の最初の３月 31 日まで

の子ども（亀山市独自の制

度として中学生まで無料）

所得制限：亀山市では、保護者に対す

る所得制限は設けていま

せん。

　　　　　　身体障害者手帳１級～４級に該当する人　　　

　　　　　　（４級は亀山市独自の制度）

　　　　　　療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１（最重度・重度・中度）に該当

　　　　　　する人、または知能指数が 50 以下と判定された人

　　　　　　精神障害者保健福祉手帳 1 級に該当する人　

　　　　  　（通院にかかる医療費のみ）

　　　　　亀山市では、本人および保護者、配偶者に対する

　　　　  所得制限は設けていません。

　 　 　 　一人親家庭等の母または父および児童

　　　　　対象となる一人親家庭等とは、１８歳到達後最初の３月 31 日までの児童（高校生を含む）を

　　　　　養育している人および児童を言います。

　　　　　対象者に所得制限があります。

　　　　　また、対象者が家族の人などに扶養されている場合は、扶養している人にも所得制限があります。

　毎年９月１日が受給資格の更新日です。受給資格更新

の審査の結果、引き続き受給資格を持つ人には、８月

下旬に新しい受給資格証をお届けします。

受給資格証の色が、

水色から薄紫色に

変わります。

　来年度に中学校へ入学する子どもには、中学校卒

業まで有効なピンク色の受給資格証を送付します。
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　各医療費助成の受給資格を満たす人で、

まだ受給資格の申請をしていない人は、市民

文化部保険年金室へ申請してください。

①健康保険証　　

②保護者または本人名義の通帳　　

③印鑑

●心身障害者・65歳以上心身障害者：

　身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳の

　いずれか

●一人親家庭：母または父および子どもの戸籍謄本

●平成28年１月２日以降に転入した人またはその保護者：

　平成28年１月１日現在に住所を有していた市町村発行の、

　平成28年度（平成27年分）の所得・課税証明書

　医療機関の窓口で、亀山市福祉医療費受給資格証と

健康保険証を提出して、医療費をお支払いください。

後日、市から医療費を振り込みます。

　県外の医療機関で受診した場合は、領収書（レシート

不可）と受給資格証を市民文化部保険年金室 または

市民文化部関支所地域サービス室へ提出してください。

後日、市から医療費を振り込みます。

　医療機関で受診した日から ３～４カ月後の月末

（金融機関が休業日の場合は 前営業日）に指定の口座

に振り込みます。ただし、後期高齢者医療制度に加入

している人は、約６カ月後の月末に振り込みます。

　また、医療機関から市への報告順で支払いを行うため、

受診順と振り込み順が前後する場合がありますので

ご了承ください。

　保険適用分の医療費は全額対象になります。ただし、

保険適用外の健康診断、予防接種、差額ベッド代、

労働災害などは対象になりません。

　ほかの公費（日本スポーツ振興センター災害給付金、

高額療養費、付加給付金など）が受けられる場合は、

福祉医療費の助成対象になりません（高額療養費と

付加給付金はご加入の健康保険者へお問い合わせ

ください）。

　新しい保険証と印鑑を持参の上、保険変更の届け

出をしてください。手続きをしていないと、正しい助

成額が支払われない場合があります。

　①対象者が加入している医療保険の保険者へ提出

した医師の意見書の写し、②領収書の写し、③療養費

支給決定通知書の写しを、市民文化部保険年金室

または市民文化部関支所地域サービス室へ提出して

ください。ただし、亀山市国民健康保険・後期高齢者

医療制度の加入者は、手続きは不要です。

　住民税非課税世帯で減額認定を受けた人に限り

ます。該当する人は、各保険者で減額認定証を発行

していただき、受診の際に提示すると、食事代の助成

が受けられます（亀山市独自の制度）。

　ただし、亀山市国民健康保険・後期高齢者医療

制度以外の健康保険に加入し減額認定を受けた人は、

減額認定証を市民文化部保険年金室へ提示してく

ださい。

　助成金について詳しくは、振込と同時に発送する

「福祉医療費交付決定通知書」をご確認ください。

福祉医療費

健康

給付が受けられる場合は

特集２  福祉医療費助成制度
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